
１　職員の任免及び職員数に関する状況 (条例第３条第１号)

１　職員の任免及び職員数に関する状況 (条例第３条第１号)１　職員の任免及び職員数に関する状況 (条例第３条第１号)

１　職員の任免及び職員数に関する状況 (条例第３条第１号)

(１)　職員の採用の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

      

(２)　職員の退職の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

２　職員の人事評価の状況 (条例第３条第２号)

２　職員の人事評価の状況 (条例第３条第２号)２　職員の人事評価の状況 (条例第３条第２号)

２　職員の人事評価の状況 (条例第３条第２号)

計

人材育成の観点から平成20年９月に全職員を対象とした人事評価制度（能力評価）の試行

を開始し、平成24年11月から業績評価の試行を開始した。

　より高い業務の成果を目指し、住民サービスの向上を図ることを目的に、平成25年から

は、業績評価を本格実施し、6月期には、管理職の勤勉手当に、12月期には、全職員の勤

勉手当に業績評価の結果を反映した。

　平成27年度からは、能力評価及び業績評価を昇給へ反映させ、職員の意欲及びサービス

の質の向上を図っている。
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　北栄町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年北栄町条例第151号。以下「条例」

という。）第４条の規定により、人事行政の運営等の状況を次のとおり公表する。

　　                                                                                 北栄町長　松本　昭夫

平成29年10月13日

--

- -



３　職員の給与の状況 (条例第３条第３号)３　職員の給与の状況 (条例第３条第３号)３　職員の給与の状況 (条例第３条第３号)３　職員の給与の状況 (条例第３条第３号)

１　総括

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １  　職員手当には退職手当を含みません。 

(3)　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １  　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

２　（　）内は、国の給与改定特例法の措置がなかった場合の参考値です。

２　一般行政職給料表の状況（29年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 一般行政職

（注） １ 　「平均給料月額」とは、29年４月１日現在における各職員の基本給の平均です。 

(2)　職員の初任給の状況（29年４月１日現在）

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（29年４月１日現在）

※対象者が少ないため、以下の平均で算出

４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)　一般行政職の級別職員数の状況（29年４月１日現在）

人 ％ 1 11

人 ％ 2 24

人 ％ 3 34

人 ％ 4 28

人 ％ 5 14

人 ％ 6 2

（注） １ 　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

平成27年度

94.8

91.8

区分

住民基本台帳人口

歳出額 実質収支 人件費

28年度

15,344人 9,334,173千円 265,407千円 1,293,592千円

人件費率 (参考)

(28年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

26年度の人件費率

13.9％ 15.3%

区分

職員数 給与費 一人当たり

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 Ｂ　計 給与費 B/A

28年度 171人 569,426千円 100,890千円 215,824千円 886,140千円 5,182千円

平成28年度平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

北栄町 94.795.6 103.3(95.4) 102.5(94.7) 94.5

鳥取県 93.794 101.2(93.6) 99.1(91.6) 91.8

287,100 317,700

給料月額

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

303,400 349,200 380,200 390,200

６級

１号給の

141,600 191,700 227,900 261,100

409,400

給料月額

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

41.5歳 306,056円 355,271円

最高号給の

246,600

２ 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

すべての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

一般行政職 上級試験 178,200円

初級試験 146,100円

区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大学卒 222,200円 255,200円 315,100円

高校卒 ―円 233,700円 262,500円

経験年数10年 7年以上10年未満

経験年数15年 10年以上15年未満

経験年数20年 15年以上20年未満

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1　級

主事 11 9.7

2　級

主事・技師・司書 24 21.2

3　級

副主幹、主任 34 30.1

4　級

室長、主幹 28 24.8

5　級

課長 14 12.4

6　級

課長 2 1.8



(2)　昇給への勤務成績の反映状況

平成２７年度から実施

５　職員の手当の状況

(1)　期末手当・勤勉手当

 
【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

平成25年12月から実施

(2)　退職手当（29年４月１日現在）

(3)　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

(4)　時間外勤務手当

町税等の滞納処分に

従事する職員の特殊

勤務手当

従事した職員 職員が国税徴収法に規定する捜査

に従事したときに支給

従事した日１日につき1,000

円

北条砂丘風力発電所

電気主任技術者の代

行手当

従事した職員 職員が電気主任技術者の不在時に

電気主任技術者の業務を代行した

ときに支給

従事した日１日につき2,500

円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

25.55625 月分

34.58250 月分

49.59000 月分

勤続25年

１人当たり平均支給額（28年度）

1,262千円

（28年度支給割合）

期末手当     勤勉手当    

2.6月分 1.70月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

6級15％、4、5級10％、3級5％

（支給率） 自己都合 定年・応募認定

勤続20年 20.44500 月分

29.14500 月分

41.32500 月分

最高限度額

支給実績（28年度決算）

月分

勤続35年

254千円

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 77千円

49.59000 月分 49.59000

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 2.70%

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防疫作業に従事する

職員の特殊勤務手当

従事した職員 職員が法律に定める感染症等の病

原体に汚染されている区域において

患者の看護等に従事したときに支給

従事した日１日につき1,000

円

行旅死病人の救護等

に従事する職員の特

殊勤務手当

従事した職員 職員が行旅病人の救護のため病人

を護送し、又は行旅死人の認識に関

する調査その他の取扱いに従事し

たときに支給

従事した１回につき1,000円

生活保護業務に従事

する職員の特殊勤務

手当

従事した職員 福祉事務所に勤務する職員が生活

保護法に規定する援護等を要する

者の特に困難と認める家庭訪問等

生活指導に従事したときに支給

従事した日１日につき1,000

円

支給実績（28年度決算） 59,276,605円

346,646（171人）

0 20 40 60 80 100

1 級

2 級

3 級

4 級

5 級



(5)　その他の手当（28年４月１日現在）

６　特別職の報酬等の状況（28年４月１日現在）

（注）

７　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況

人

人

人

人

人

(2)　年齢別職員構成の状況（29年４月１日現在）

0 人 9 人 12 人 23 人 18 人 30 人 35 人 25 人 15 人 12 人 10 人 1 人 人

参事等

24,000円

期末手当、退職手当の基礎額

827,000円

662,000円

331,000円

退

職

手

当

手当名 内容及び支給単価

国の制度

との異同

国の制度

と異なる

内容

支給実績

（28年度

決算）

支給職員１人当

平均支給年額

（28年度決算）

扶養手当

配偶者 13,000 円

同 -

15,177,343円

205,099円

（74人）

配偶者以外 6,500 円

１人(配偶者なし) 11,000 円

特定期間の加算 5,000 円

住居手当

家賃23,000円以下 家賃額－12,000円

同 -

9,377,265円

246,770円

（38人）

家賃23,000円を超え55,000円未満

(家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円

家賃55,000円以上 27,000円

通勤手当

 
交通機関利用者 最高支給限度額 

58,000 円

同 -

7,236,808円

52,440円

（138人）

交通用具使用者2km～60ｋｍ以上 

2,000 円～31,600円

管理職手当

総務課長

50,000円

異 -

8,376,000円

418,800円

（20人）

その他の課長等

40,000円

※26年度までは支給率、27年度から定額化

単身赴任手当

配偶者の住居との距離が60km以上

30,000円

同 - 0円

0円

（0人）

配偶者住居との交通距離に応じて加算額

8,000円～70,000円

区分

月額×1.2

240,000円

224,000円

議長

給

料

市区町村長

副市町村長

報

酬

議長

副議長

議員 加算 月額×1.2

議員

期

末

手

当

市区町村長 （28年度支給割合） 3.15月分

副市町村長 加算

任期毎に支給

副市町村長

280/100 7,414,400円 任期毎に支給

副議長 3.15月分

１  　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた

場合における退職手当の見込額です。

区分

　　職員数

（支給率） （１期の手当額） （支給時期）

市区町村長

500/100 16,540,000円

部門 平成29年4月1日

普通会計部門

一般行政部門

125

教育部門 50

小計 175

公営企業等会計部門 15

合計 190

区分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 以上

職員数 190

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳



４　職員の勤務時間その他の勤務条件及び休業に関するの状況 (条例第３条第４号及び第５号)

４　職員の勤務時間その他の勤務条件及び休業に関するの状況 (条例第３条第４号及び第５号)４　職員の勤務時間その他の勤務条件及び休業に関するの状況 (条例第３条第４号及び第５号)

４　職員の勤務時間その他の勤務条件及び休業に関するの状況 (条例第３条第４号及び第５号)

(１)　職員の勤務時間（一般職の標準的なもの／平成28年４月１日）

(２)　年次有給休暇の取得状況（平成28年１月１日～平成28年12月31日）

(３)　時間外勤務及び休日勤務等の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(４)　主な特別休暇の状況（平成29年４月１日）

(５)　自己啓発休業の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(６)　育児休業の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

※取得件数には平成28年度以前に取得している者及び平成28年度中に終了した者を含む。

※（　）内は平成28年度の新規取得者

9(4)

同じボランティア休暇

0(0)育児休業の取得件数

産前6週・産後8週産前・産後休暇

国の制度との比較付与日数・期間等

同じ結婚休暇 職員が結婚した場合

女性職員が出産した場合

Ｃ

7.75時間

平均使用日数

休憩時間

職員一人当りの時間外・

休日勤務月平均時間数

6,178.375日

Ｂ／Ａ

総使用日数総付与日数

12時から13時

5日

Ｂ

主な特別休暇の種類

終了時刻

17時15分

開始時刻

8時30分

11,558時間 6.0時間

夏季休暇 盆等の諸行事のため

休暇の概要

同じ

5日以内

産前8週・産後8週

164人 8.9日1,452.000日

Ｂ／ＣＡ

社会貢献の活動を行うとき

3日

時間外休日勤務総時間数

１日の勤務時間

男性 女性

23.5%

取得率全対象職員数

0

一般行政職

男性 女性

一般行政職

国際協力の促進に資する外国における奉仕活動 0 0

一般行政職

0開発途上地域における奉仕活動



(７)　旅費制度の概要

風力発電所所長

その他法令、条例による委員

特

別

職

の

非

常

勤

一

般

職

の

非

常

勤

投票所の投票管理者

開票立会人

選挙立会人

農業委員会委員

財産区管理会委員

風力発電所顧問

スポーツ推進委員

期日前投票所の投票管理者

交通安全指導員

2,200円

投票所の投票立会人

選挙長

議会の議員

町長、副町長、教育長

日当（１日

につき）

期日前投票所の投票立会人

監査委員

選挙管理委員会委員

開票管理者

2,600円

教育委員会委員

9,800円

人権文化センター館長

県内

区分

11,800円

人権教育推進員

その他任命権者が必要と認めたもの

一般職

10,900円

県外

宿泊料（１夜につき）

食卓料（１

夜につき）

2,600円

2,200円

13,100円



５　職員の分限及び懲戒処分の状況 (条例第３条第６号)

５　職員の分限及び懲戒処分の状況 (条例第３条第６号)５　職員の分限及び懲戒処分の状況 (条例第３条第６号)

５　職員の分限及び懲戒処分の状況 (条例第３条第６号)

(１)　分限処分者数（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(２)　懲戒等処分者数（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

６　職員の服務の状況 (条例第３条第７号)

６　職員の服務の状況 (条例第３条第７号)６　職員の服務の状況 (条例第３条第７号)

６　職員の服務の状況 (条例第３条第７号)

営利企業等従事許可の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

－-

1

-

報酬を得て事業又は事務に従事する場合

免職減給 計停職

－-

内容

-

-

-

-

-

-

職に必要な適格性を欠く場合 -

勤務実績が良くない場合 -

心身の故障の場合

免職降任

－

-

人　　数

-

-

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、

過員を生じた場合

-条例で定めた事由による場合

内容

5

-

-

-

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

計

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

5

休職

-

-

-

-

--

降給

-

計

-

-

-

5

-

-

-

- - -

-

1

-

刑事事件に関し起訴された場合 -

信用失墜行為をした場合

内容

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

-

法令に違反した場合

戒告

-

-

-

-

--

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他

の団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針

決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

7

-



７　職員の研修の状況 (条例第３条第９号)

７　職員の研修の状況 (条例第３条第９号)７　職員の研修の状況 (条例第３条第９号)

７　職員の研修の状況 (条例第３条第９号)

(１)　研修機関における研修の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(２)　職場における研修の状況

階

層

別

研

修

能

力

開

発

クレーム対応（ハードクレーム）講座

9/15

中

央

研

修

財政等研修①

4/15、4/18（AM・PM2

回)、4/19

8

9 303 303

1

1

10/11～10/21

新任課長研修

5/11～5/12、5/12～13

2 2 2

1

11

6/28、7/6、11/9

3 3

専

門

研

修

合　計

3税務職員研修

3

1

1

4

5

2

5

1

31

2

1 8 8

8/24（AM・PM）

8/31、9/1（AM・PM2回）

9/2

7 300

277

その他

2

12/6

条例の見方・読み方・作り方講座

財政等研修②

10/3（AM2回・PM）

10/4（AM2回・PM）

新規採用職員等研修

5

1

7/22

10

300

277

146

1

1

14

1

人権研修

7/13～7/14 1 1

市町村税徴収事務

10/14,10/17

31

2

8/10

2

2

参加者数

1

障害者差別解消法・合理的配慮研修

固定資産税課税事務

中堅職員研修

新規採用職員・フォロー研修

4

ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ＆コミュニケーション講座

1

5/25～5/26、7/2

採用３年目研修 11/10

12/20

11

採用５年目研修 1 5

11

情報収集・分析力基礎講座

新任課長補佐研修 3

1

2/14

若手職員研修

4/19～4/22、9/6～9/8

7

研修期間 参加者数

1

新任係長級研修

研修回数

1

2

研修名

1

11/29～30

2

5

7

修了者数

20

備考

11

130

2

10

1

2

2

5

5

研修期間

7/28～29

管理職・監督職員のためのメンタルヘルス講座

9/6 1コーチング講座

採用２年目研修

ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰのための実践ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ講座

OJT指導力向上講座

管理職特別セミナー（人口減少時代の特別課題）

修了者数

2

4/3

6/9～10

20

2

1

3

1

5

1

10

9/13～9/14

1

1

包括支援センター職員専門研修

7/20～7/21

8/4

その他

研修回数

6/16、8/25、8/30

折衝・調整力向上講座

130

新規採用職員研修（大栄西瓜販売促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）

6/11

5/30、31

3

1

研修名

80 80

3

14

7/19～7/29

41

備考

こころの健康講演会

2/15（PM２回）

2

1

1

1

146



(３)　職員の人事交流の状況

８　職員の福祉及び利益の保護の状況 (条例第３条第１０号)

８　職員の福祉及び利益の保護の状況 (条例第３条第１０号)８　職員の福祉及び利益の保護の状況 (条例第３条第１０号)

８　職員の福祉及び利益の保護の状況 (条例第３条第１０号)

（１）　職員の健康診断の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（２） 福利厚生事業の状況

①（財）鳥取県市町村職員互助会について

（ア） 負担率

（イ） 平成28年度北栄町負担金決算額　　1,859千円（職員一人当たり　10,214円）

（ウ）事業内容

給付事業

鳥取県市町村職員互助会の詳しい事業内容は、こちらをご覧ください。

http://tori-ctvkyousai.or.jp/gojokai/index.html

②北栄町職員互助会について

（ア） 平成28年度互助会費決算額　1,090,741円（職員負担率：給料の3/1000）

（イ） 平成28年度北栄町補助金決算額　0円

（ウ）事業内容

給付事業

2.0/1000

臨時的任用職員等

給料にかかる率

健康診断の種類

負担割合（職員：町）

1：1

町負担金

健康診断

受診者

期末手当にかかる率

職員掛金

2.0/1000

2.0/1000

受診者対象者

平成19年度から行政事務の複雑化、広域化に対処し、地方分権の進展に伴う新規行政需

要に対応できる職員の養成と資質の向上等を目的に県との相互交流派遣を実施。平成28

年度は、県へ１名の職員を派遣し、町へ１名の職員の受け入れを実施した。また、指導主事

２名の職員の受け入れも実施した。

また、友好交流協定を結ぶ滋賀県湖南市とも平成25年度から相互交流派遣を開始し、1名

の派遣、1名の受け入れを行った。

2.0/1000

90

93

対象者

職員(特別職含む)

179

167179

16784

183

弔慰金、退会せん別金、結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、災害見舞金

計 177

--

厚生事業 団体補助、研修旅行補助、体育事業

出産祝金、結婚祝金、弔慰金、入学（就職）祝金、退会せん別金

福祉事業 宿泊保養施設利用助成、インフルエンザ予防接種助成、健康ウォーク

人間ドック 93



立等の利益の保護の状況 (条例第３条第１１号)

立等の利益の保護の状況 (条例第３条第１１号)立等の利益の保護の状況 (条例第３条第１１号)

立等の利益の保護の状況 (条例第３条第１１号)

(１)　勤務条件に関する措置の要求の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(２)　不利益処分に関する不服申立の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

計

28.3.31現在

継続件数

（Ａ）

－

－ －

－ －－

９

９９

９ 職

職職

職員

員員

員の

のの

の勤

勤勤

勤務

務務

務条

条条

条件

件件

件に

にに

に関

関関

関す

すす

する

るる

る措

措措

措置

置置

置要

要要

要求

求求

求及

及及

及び

びび

び不

不不

不利

利利

利益

益益

益処

処処

処分

分分

分に

にに

に関

関関

関す

すす

する

るる

る不

不不

不服

服服

服申

申申

申

28.4.1～29.3.31

終結件数

（Ｃ）

－

－

計

技能労務職

28.3.31現在

継続件数

（Ａ）

28.4.1～29.3.31

措置要求件数

（Ｂ）

－

－

-

28.4.1～29.3.31

終結件数

（Ｃ）

29.3.31現在

継続件数

（Ａ）＋（Ｂ）－

（Ｃ）

－

技能労務職

－ －

一般行政職

－

29.3.31現在

継続件数

（Ａ）＋（Ｂ）－

（Ｃ）

－

28.4.1～29.3.31

措置要求件数

（Ｂ）

－

－

－

－

－

－－ －

一般行政職


